
大阪市
東成区  神路地区防災計画 概要版

基本方針
①地震・風水害などの災害時において、地域住民の生命と安
全を守るための行動指針を定める。
➁「自助・共助・公助」基本とし、地域の実情に合わせた実
践的な計画とする。

避難

テレビ・ラジオ・スマートホンなどで地震情報を確
認、自宅や近隣状況の被害状況を確認する。

避難所生活
避難所では必ず名簿記入し、ル
ールを守り集団生活する。

自宅で生活できない 自宅で生活できる

災害時避難所開設

電気ブレーカ落とし、ガス元栓閉め
る/窓や扉に鍵をかける。
一時集合/避難場所へ移動
情報収集（第二段階）

神路地域活動協議会　　　　神路地域災害対策本部 

神路地域活動協議会および神路地域災害対策本部は、災害対応の基本方針、避難、日頃
の取組、災害時の対応目途について、次のとおり定めます。 

発災！

避難所が開設され、各
自が落ち着いた頃合い
で、指定の災害時避難
所の受付で在宅避難登
録を行う。
支援物資の供給可能と
なる。

自宅で
在宅避難

生活

日頃の
取組

・家庭での備蓄(飲料水・食料は3日分以上を目安に
　備蓄
・家具の固定やガラスの飛散防止対策
・防災訓練と避難経路の確認を年一回以上実施
・家族の安否確認方法を決めておく

・神路小学校(収容避難所)を地域自主防災組織と東成区
   役所が協力して運営します。
・高齢者、障碍者、乳幼児への配慮をします。
・ペット同伴者や医療等が必要な方は相生中学校避難所　　　
　での対応となります。



防災マップ・避難経路確認しましょう！
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　災害時の情報取得について

　災害時には高齢者、子ども、外国人または、屋外にいる住民のみなさまが確実に

避難できるように、緊急事態が発生したことを確実に伝える必要があります。

特に災害発生直後は混乱し多種多様な情報が交錯した中で、確実な情報を得て判断

していく必要があります。

　大阪市では同報系防災行政無線、スマートフォン用の大阪市防災アプリ

や緊急速報メールに加えてひがしなり防災情報LINEなどで、より広く

情報が伝わるように備えられています。

また、町会では神路地域活動協議会ホームページや

神路ふれあい会館公式LINEが災害モードに切り替わります。

　災害発生後３時間後を目処に、自主防災組織が

神路小(相生中)に集合して避難所設営(避難受付）

や今後の対策や避難所運営に関わります。

＊ご近所のコミュニケーションを図ること、そして

町会や地域活動に無理のない範囲で参加することの

先に、住民を交えた防災力の向上につながります。

１．【1】【7】【1】をダイヤルします。

２．音声ガイダンスに従って、録音の場合は【１】を、再生の場合は【2】

　　を押します。

３．音声ガイダンスに従って、連絡を取りたい方の電話番号を入力します。

　　伝言を録音・再生することができます。

　　＊暗証番号をつけて録音・再生することもできます。

４．毎月１日と１５日は体験利用ができます。

神路小学校災害時避難所

・神路地域昇対象地域町会番号➁～⑪、⑯、⑰

・神路自主防災組織による運用

相生中学校災害時避難所

・神路地域の対象地域町会番号➀、⑫～⑮e

・神路・宝栄・片江自主防災組織の共同運用

・災害からの一定時間が経過し、避難者数減少に伴う　　

　集約段階で、各小学校避難所を閉鎖して集約される

・医師会との連携による災害時の救護所設置

・災害時要支援への対応が可能な福祉拠点

・ペット同伴の避難者集約

在宅避難

災害時避難所は、倒壊や浸水によって自宅で生活で

きなくなった場合に避難生活を送るための施設で

す。災害時、自宅が大丈夫な場合は、慣れている自

宅で避難生活を送る「在宅避難」を考えましょう。

「在宅避難」ができるように、室内の安全確保(家具

の転倒防止など)や備蓄品の備えなど、各自で日ごろ

から対策を進めましょう。

https://kamiji-tikatu.sakura.ne.jp

/comm/神路災害発生

神路地区での対応

神路地区の防災情報

ふれあい会館公式LINE

災害伝言ダイヤルの利用方法

災害用伝言板（web171）もあります。災害用伝言板（web171）もあります。

ひがしなり防災情報LINE

大阪市防災アプリ

避難所開設基準

地震の場合

・震度5弱の地震発生

　区災害対策本部・「地域災害対策本部」を設置

・震度6以上で災害時避難所開設

風水害の場合

・(洪水等）警戒レベル3以上が

　発令されたとき

＊台風等の場合、避難勧告等が発令されてい

ない段階において、一時的な避難所を開設す

る場合があります。



非常持ち出し品（避難所避難のために用意しておくもの）

在宅避難のために用意しておくもの

非常持ち出し袋

　非常持ち出し袋は、玄関近くや車の中、物置など、家屋倒壊の際も
持ち出しやすい場所に置きましょう。また外出時の被災を考え、常に
持ち歩くカバンに最低限必要な物品の準備も有効です。

「非常持ち出し品や備蓄品などの準備」（大阪府）より

□食料や水（最低3日分）×家族人数
□生活用品
　例えば、ティッシュ、トイレットペーパ、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク、携帯トイレなど
□懐中電灯(予備電池）□マスク□

東成区役所  ☎06-6977-9042   神路小学校　  ☎06-6981-2112

 東成警察署  ☎06-6974-1234　
 事件・事故110   相生中学校  ☎06-6976-1941

 東成消防署  ☎06-6971-0119　
 火災救急119   神路ふれあい会館  ☎06-6977-1908

　災害時関連連絡先


